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【最新情報11月号　トピック一覧】
＊厚生労働省

・乳幼児揺さぶられ症候群の予防と赤ちゃんの“泣き”への対処法の動画『赤ちゃんが泣きやまない』をホームページに掲載しました～　11月28日から厚生労働省 動画チャンネル（YouTube）で公開　～
（11月28日）

＊警察庁

・コミュニティサイトに起因する児童被害の事犯に係る調査結果について（平成25年上半期）（11月14日）
＊朝日新聞

・ネットの変化、子らに影響大　閉鎖性に悩む教育現場（11月2日）

・いじめやり返す強さ必要？　専門家「大人が環境整えて」（11月7日）

・障害者虐待、半年で１５２４件　家族ら養護者から８６％（11月11日）
・いじめ　問われる学校の力　防止策、国基本方針まとまる（11月14日）
・（ＬＩＮＥ　１０代の世界：上）画面の中、放課後の「会話」（11月19日）
・（ＬＩＮＥ　１０代の世界：下）ずるずる返信、防ぐルール（11月20日）
・「いじめは心の虐待行為」　尾木さんら和歌山大でシンポ（11月22日）
・（指導者は考える　子どもとスポーツ第６部：３）監督の大声「選手を威圧」（11月27日）
＊SYNODOS　JOURNAL

・「子ども兵士」の背景と実情 ―― なぜ子どもが兵士になるのか　小峯茂嗣（11月5日）

＊毎日新聞

・教育委員会改革:首長に教育行政の決定権（11月23日）
＊読売新聞

・性同一性障害への学校対応、文科省が初の調査へ（11月22日）
・児童虐待連絡　チェックシート…千葉で導入（11月23日）
・「逆恨みされる」児童虐待発見の４割以上が黙殺（11月28日）
＊産経新聞

・【子供の性虐待（上）】
家族から被害、誰にも言えず「…許せない。でも恨めない」…子供を壊す大人の性暴力（11月1日）
・【子供の性虐待（中）】
性暴力で年少者を支配する施設の子供たち…虐待、ＤＶ、性刺激の末に（11月5日）
・【子供の性虐待（下）】
「拒まなかった」罪悪感に苦しむ性被害児童たちの心の傷…子供の告白、いかに話せる環境をつくるかがカギ（11月6日）
＊厚生労働省

・乳幼児揺さぶられ症候群の予防と赤ちゃんの“泣き”への対処法の動画『赤ちゃんが泣きやまない』をホームページに掲載しました～　11月28日から厚生労働省 動画チャンネル（YouTube）で公開　～
（11月28日）

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000030718.html
＊警察庁
・コミュニティサイトに起因する児童被害の事犯に係る調査結果について（平成25年上半期）（11月14日）
１ 調査の趣旨
近時、出会い系サイトに起因して犯罪被害に遭った児童数は減少傾向にあるが、他方、コミュニティサイトに起因して犯罪被害に遭った児童数は、平成25年上半期は598人で、前年同期と比べて89人、前年下半期（前期）と比べても31人増加している。よって、サイト事業者による自主的取組の更なる強化や保護者等に対するサイト利用に伴う危険性の周知啓発等の被害防止対策に役立てるため、前期の調査に引き続き、コミュニティサイトに起因する事犯の詳細を調査したもの。
２ 調査の対象
平成25年上半期に検挙したコミュニティサイトに起因する児童被害の福祉事犯等859件（被疑者664人、被害児童598人)。
※ 平成24年下半期712件（被疑者560人、被害児童567人）
http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h25/community-1.pdf
＊朝日新聞
・ネットの変化、子らに影響大　閉鎖性に悩む教育現場（11月2日）

インターネットの急激な浸透と変化が、子どもたちの意識や行動に大きな影響を与え始めている。携帯電話のアプリで、見知らぬ人とも簡単に交流できてしまう高校生。インターネットの接続機能がついた携帯ゲーム機を使って、小学生が同級生をいじめている事例が山形県内で起きていたことも、朝日新聞の取材でわかった。子どもたちの現場を追った。
　「たまたま電話した人がすっげー可愛い声で、俺、好きになりそうだった」

　昨年春、県内の高校の教室でおしゃべりしていた２年生のサクラとミオ（ともに１８歳で女性、仮名）の耳に、集まって盛り上がる男子の声が聞こえてきた。

　男子の話題は「携帯電話のアプリ」。最近、男子の１人が、全国の利用者と無作為に電話がつながり、無料で会話できるアプリを見つけ、県外の女性と電話が通じてすっかり意気投合した――という内容だった。

　サクラが試しに同じアプリを使ってみると、１５～１６歳くらいの沖縄県の男性につながった。数分間、自己紹介などをしたが、怖くなって自分でアプリを消したという。「友達も３～４人がやっていた。まだ続けている子もいるかもしれない」とサクラは話す。

　一方のミオは、ネットの交流サイト「ミクシィ」で知り合った彼氏と付き合っている。「最初は不安でも、メッセージや写真をやりとりするうちに信用できるようになる」とミオ。アプリやネットを使って異性と出会うことに、それほど抵抗感はないという。

　２人とも、学校や親からネットでの注意点について細かく指導された記憶はない。ミオは話す。「『みんなやってるから大丈夫』って説明すれば、親も安心してそれ以上は聞かない。そもそも親も先生も、私たちが何をしてるのか、あんまりわかってないと思う」

　　　　　◇

　ネット環境の急速な浸透が、小学生の行動に影響を与える事例も出始めた。

　朝日新聞が県教委へ情報公開請求して入手した資料で、今年５月、県内の小学校でゲーム機を使ったいじめがあったことがわかった。

　それによると、主に関わったのは６年生の児童４人。仲間の自宅で一緒に遊んでいた際、４人のうち３人が１人の体を無理やり押さえ込むなどしたうえ、その様子を携帯ゲーム機「ニンテンドー３ＤＳ」のカメラ機能で撮影。画像を、３ＤＳのネット接続機能を使って、別の児童と共有していたという。

　県教委によると、小学生の間で携帯ゲーム機のネット機能を使ったいじめが発覚したのは初めて。

　いま、教育現場がもっとも頭を悩ませているのが、こうしたネットをめぐるトラブルの「閉鎖性」だ。

　県義務教育課と県高校教育課の担当者は「これまでは『学校裏サイト』を見張るなどネットパトロールに重点を置いてきたが、これでは今後トラブルを防げない」と口をそろえる。

　「ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）」と呼ばれる交流サイトは、サービスの利用にログインが必要で、多くは設定を変えれば、どんな書き込みが投稿されているか、外部から確認できないようにできるからだ。

　県義務教育課は「現状では学校側にできることは限られていて、有効な対策は見つかっていない」と頭を抱える。「ネットにはメリットもデメリットもある。結局は、何かあったときに『危ないことはしない』子どもを増やすしかない」

　県教委では今後、子どもたちをめぐるネット環境について保護者に説明する資料をとりまとめたうえで、子どもの自律心を育てるにはどうしたらいいか、家庭レベルで考えてもらう機会を増やしていく方針という。

http://digital.asahi.com/articles/TKY201311020097.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201311020097
・いじめやり返す強さ必要？　専門家「大人が環境整えて」（11月7日）

大人から「やられたらやり返して良い」と教わった子はいじめの加害や被害を経験しやすい。そんな調査結果を１０月３日付教育面で紹介したところ、「やり返す強さも必要では」など多くの反響があった。どう対処すればよいのか。
　「やり返せばさらにやり返される。自分のところで止める勇気が必要だと思いました」。東京都内に住む４０代の母親はそう話す。高校生の息子が数年前、部活で暴力をふるわれたり、自分の用具を壊されたりといったいじめにあった。

　本人から相談はなく、保護者会で他の親から指摘されて発覚。教員に相談したが、なかなかいじめはなくならない。息子は体重が減り、死にたいとほのめかすようになった。悩んだ末、退部を勧めた。

　その後、学校の調査で、いじめていた子が上級生から命令されていたと知った。母親は「同情するところはある。所属する集団から離れる解決策にもっと早く気づけば良かった」。

　神奈川県の女性（６６）は今春、孫の中１男子（１２）に「やり返したらいい」と諭した。小学生の頃からいじめられ、落ち込む姿を見かねてのことだった。その後、孫から「プッツンして蹴りを入れた」と報告があり、「よくやった」とほめたという。今もいじめはなくなっていないが、「いじめる子はいじめていると思っていない。まずは抵抗してわからせないと」。

　子どもがいじめられているとわかったとき、周囲はどうするのが効果的なのか。臨床心理士で東京大学の学生相談所所長、倉光修さん（６２）は、まずは教員やスクールカウンセラーに相談することを挙げる。「子どもがおびえている場合、『やり返せ』と言うことで追い詰めてしまう危険性がある」と話す。

　深刻なケースでは自治体の機関や警察の介入が必要になることもある。「周囲の大人に状況に即した判断力が求められる」という。

　「いじめを見たら先生に言うように指導してきた」と話すのは、墨田区立吾嬬（あずま）第二中の西川由哲副校長。「やり返さないとなめられるというのは確かにあるが、子ども同士で解決するのは無理。本人でも周りでも、大人に助けを求めるのが第一歩だ」

　調査をしたＮＰＯ法人「ジェントルハート」の小森美登里理事は、いじめが発覚したら、まずは加害者のいじめを止めるのが先決だと指摘する。「すでに傷ついている被害者に何かさせようという発想が間違いで、普通に学校に通える環境を整えるのが大人の役目」と話す。

　「親や子どもからいじめの相談を受け、解決するのはやはり学校の先生。でも、残念ながら現場のスキルが足りていないケースもある。組織的な研修制度が必要だ」と訴える。

　　　　　◇

　〈ＮＰＯ調査の概要〉　調査は昨年１０月～今年５月、１５都道府県の小中高校生８３６１人を対象に実施。大人から「やられた時はやり返して良い」または「やり返すぐらいの強さも必要」と教わったかどうかについて、「ある」と答えたのは小学生３５・９％、中学生４４・３％、高校生は５０・２％。

　いじめの経験がない子で「やり返して良い」と教えられたのは、小学生は２８・２％、中学生は３７・５％だったのに対し、被害、加害両方の経験がある子では小学生で４４・７％、中学生では５４・２％を占めた。

http://digital.asahi.com/articles/TKY201311060563.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201311060563
・障害者虐待、半年で１５２４件　家族ら養護者から８６％（11月11日）
昨年１０月から今年３月末までの半年間で、全国の自治体などが確認した障害者への虐待が１５２４件、被害者は１６９９人にのぼることがわかった。厚生労働省が１１日、調査結果を明らかにした。これまで虐待数の実態を把握していなかったが、障害者虐待防止法が昨年１０月に施行されたのを受け、初めて全国の状況を集計した。
　調べたのは、市区町村や都道府県、労働局に寄せられた障害者虐待に関する相談や対応状況など。（１）家族ら養護者からの虐待（２）福祉施設の職員などからの虐待（３）雇用主などからの虐待――の三つに分類した。

　件数が最も多かったのは養護者からの虐待で全体の８６％にあたる１３１１件（被害者は１３２９人）。うち３人は死亡に至った。加害者は、父親が全体の２３％で、母親（２１％）、兄弟姉妹（２０％）と続く。被害者の８割は加害者と同居していた。被害者の障害の種類は、知的障害（４９％）、精神障害（３６％）、身体障害（２８％）の順だった。

　養護者からの虐待の種類（複数回答）を見ると、暴力などの「身体的虐待」（全体の６０％）、暴言などの「心理的虐待」（３５％）、障害年金を取り上げるといった「経済的虐待」（２７％）、食事の世話をしないといった「放棄、放置」（２１％）が目立つ。

　一方、施設職員などからの虐待は８０件（被害者は１７６人）、雇用主などは１３３件（同１９４人）だった。

　厚労省は「これだけの虐待があり、重く受け止めなければいけない。毎年調査を積み重ね、実態把握に努めたい」としている。

　ただ、今回の調査が実態をどこまでつかめているかは、はっきりしない。半年間で自治体に寄せられた障害者虐待の通報・相談は、計４５０２件。うち７３８件は調べたものの、虐待の有無の判断がつかなかった。１６５件は調査が終わっていない。また、どんなケースを虐待と認定するかについて、厚労省は具体的な基準を示しておらず、自治体によってばらつきがあるとの指摘もある。

　　　　　◇

　〈障害者虐待防止法〉　障害者が家庭や福祉施設、職場などで虐待されるのを防ぎ、早期発見につなげる枠組みを定める。虐待が疑われるケースを発見した人に、自治体への通報を義務づけた。自治体は通報を受ける体制を整え、実態を調べる。必要に応じて、被害者の保護や施設への改善命令などの対応もとる。

http://digital.asahi.com/articles/TKY201311110061.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201311110061
・いじめ　問われる学校の力　防止策、国基本方針まとまる（11月14日）
【岡雄一郎、高浜行人】いじめ防止対策推進法の具体的運用を定めた国の基本方針がまとまり、文部科学省は都道府県教育委員会に通知した。学校での組織的な取り組みや発生時の迅速で公平な対応などの内容を盛り込み、問題解決に一定の道筋を示した。成果につながるかは、現場の実行力がかぎになる。
　基本方針は、いじめ防止法に基づいて実施すべき具体的措置などを定めるもので、国に策定義務がある。検討にあたった有識者会議がいじめの定義や事案調査の進め方などについて細かく議論を重ねた結果、決定は法施行から１３日遅れの１０月１１日となった。

　「教師が１人で抱え込まない取り組みと中立で公平ないじめ調査、被害者側への適切な情報提供の必要性を明記した点が重要だ」。有識者会議座長の森田洋司・大阪市立大名誉教授は同日、報道陣にそう説いた。

　いじめの兆候に気づいても、教師が適切に対応できなかったり、教師間で情報が共有されなかったりした結果、事態が深刻化した事例が多くあった。そこで基本方針は、学校に対策組織の設置を義務づけ、子どもの相談記録の共有や外部専門家の助言を受けるなどの取り組みを促した。

　生命に関わるような重大ないじめの場合、学校や教育委員会などは事実調査の組織を設ける必要がある。その際、中立性を保つために、弁護士会や大学などから委員の推薦を受けるなどするように定めた。学校や教委に近い委員による調査が、被害者側の不信を招く例が相次いだためだ。

　調査結果などの情報については、調査をした学校などが被害者側に「提供する責任を有する」と明記。プライバシー保護は必要としつつ、「いたずらに個人情報保護をたてに説明を怠ってはいけない」と踏み込んだ。いじめで子どもが自殺した遺族の「原因が分からない限り、苦しみが続く」との訴えにも配慮した。

　今後、学校はいじめ防止の基本方針や組織を作る必要がある。文科省はさらに詳細ないじめ対策ガイドラインも作る考えで、現場には教師の負担増を懸念する声がある。元中学校長の嶋崎政男・神田外語大教授は「教師の多忙が解消しなければ何も変わらない」と元教師の再雇用など人材確保の必要性を指摘する。

　有識者会議の副座長、新井肇・兵庫教育大大学院教授は「組織対応が定着すれば、個人で対応するより教師の負担は減る。基本方針の検討作業は生徒指導態勢の見直しであり、学校活性化の契機にしてほしい」と話した。

　　　　　◇

■国のいじめ防止基本方針の骨子

【学校がすべきこと】

●取り組みを定めた基本方針を作り、公開

●対策の中核になる組織を設け、情報共有を図る

●定期アンケートなどでいじめの早期発見に努める

●犯罪行為の場合、警察と相談して対処する

●ネット上の不適切な書き込みは削除措置をとる

●いじめる子には、適切な懲戒や出席停止制度の活用も

【自治体がすべきこと】

●問題解決や調査を担う第三者機関の常設が望ましい

●ネットパトロールなどの取り組み支援

●保護者向けの啓発や相談窓口の設置

【国がすべきこと】

●道徳教育や体験活動の推進

●防止対策に取り組む人材の確保

●「２４時間いじめ相談ダイヤル」など相談態勢の整備

【重大ないじめへの対処】

●被害者側から申し立てがあれば、重大事案が起きたものとして対処する

●調査は因果関係の特定を急がず、客観的事実を迅速に●調査組織は弁護士会や大学などの推薦を受けるなど、中立・公平を確保

●調査は民事・刑事上の責任追及や訴訟などへの対応を直接の目的としない

●学校は不都合な事実にも向き合おうとする姿勢が重要

●被害者側に必要な情報を提供する責任を有する

（基本方針とともに作られた「学校における『いじめの防止』『早期発見』『いじめに対する措置』のポイント」の内容も含む）

http://digital.asahi.com/articles/TKY201311130548.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201311130548
・（ＬＩＮＥ　１０代の世界：上）画面の中、放課後の「会話」（11月19日）
スマートフォンのアプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」。中高生の間で急速に広まり、恋愛相談から試験対策、部活の連絡まで不可欠のツールになりつつある。一方、やりとりは親から見ればブラックボックス。子ども同士のトラブルや親子のあつれきを生む原因にもなっている。ＬＩＮＥで変わる１０代のコミュニケーション。２回にわけて報告します。
　■毎晩、深夜まで

　「ＬＩＮＥは翌日のクラスでの話題についていくために欠かせない」

　神奈川県の中学３年の女子生徒（１５）は話す。毎晩１０時半～０時ごろまで、ＬＩＮＥやツイッターに夢中。「ｉＰｏｄ　ｔｏｕｃｈ」で自宅の無線ＬＡＮに接続し、使っている。

　ＬＩＮＥ友達は３８人。仲良し数人でつくるグループと、クラスの７割近くが参加するグループに参加している。

　「目立つ子はみんな参加している。ＬＩＮＥをやってない子はクラスで目立たない『陰（いん）キャラ』かな。ガラケー（従来の携帯）の子なんて、もう周りにいない」

　文化祭の打ち合わせなど随時グループができる。遊びの待ち合わせから部活まで、連絡の必需ツールでもある。

　好きな男子と１対１の個人チャット（個チャ）をしている子も。チャットの画像を撮影して載せ、「どう返信したらいいかな？」と恋愛相談をしてくる友達もいる。

　ネット用語もとびかう。

　「○○かっこいいｗｗ」

　「だろ！どや」

　「うほほｗ」

　「試写会落選したｏｒｚ」

　「勉強つらたん」

　「ｗ」は（笑）、「ｏｒｚ」は「がっくり」、つらたんは「つらい」の意味だ。

　■恋愛話や勉強会

　試験勉強中はＬＩＮＥで励まし合う。「徹夜だ」「頑張ろうね」。気分に合う絵柄のスタンプをやりとりする。着信時に音が鳴る設定にすれば、眠気覚ましになる。宿題を聞いたり、ノートを撮影してアップしたりして、勉強会のようになることも。

　ドキッとした経験も。塾にいるとき、変な表情をしている写真を友人に撮られ、勝手にアップされた。「ぶっさいくだなあ」と書かれた。そのときは軽く流した。「陰で悪口を言われるよりマシ」

　■親子げんかの種

　埼玉県の中学２年の男子生徒（１４）は、かつての同級生やオンラインゲーム仲間なども含め、１６のグループに入っている。「ＬＩＮＥ友達が３００人もいる子もいるよ」

　誰かの発言を読んで、相手の画面に「既読」表示をつけたらすぐ返信するようにしている。「既読無視はしない。ちゃんと返信することが友情を保つコツかな」

　「ホーム」には近況を書き込む。友達の近況報告が時系列に並ぶ「タイムライン」をざっと読んで、面白いものに「いいね」のスタンプを押したり、コメントを残したりしている。

　誕生日。「今日は何の日でしょー？」と投稿した。「おめでと」。４人から次々に反応があった。「コメントがあると注目されているようでうれしい。逆にコメントがないと不安になる」

　学校帰りの電車、夕食後、入浴前、眠る前。こまめにチェックする。チャットが盛り上がると「やめ時が難しい」。夜中まで熱中し、母とけんかになり、ｉＰｏｄ　ｔｏｕｃｈをすでに３回、没収された。反省文も書かされた。

　スマホを持たず、従来の携帯を使う母親は言う。「１日１時間以内と決めたこともあったが、どうしても守れない。注意すると布団にもぐってやっていた。何で夢中になるのか、実態がわからないことに不安を感じます」

　■リアルな関係に直結

　２０１１年にサービスを始めたＬＩＮＥは２３０以上の国・地域に広がり、利用者は２億９千万人を超え、国内は４９００万人を突破した。

　情報セキュリティーメーカーの「デジタルアーツ」（東京都）が昨年、小中高校生と保護者約１２００人に実施した調査では、スマホを持つ女子高生のＬＩＮＥ利用率は７０％に達した。

　ＩＴジャーナリストの高橋暁子さんは「喜怒哀楽の表情豊かなスタンプのかわいさとコミュニケーションの素早さ」を人気の理由に挙げる。グループチャットの連帯感もポイントだという。

　ＬＩＮＥの特徴は、やりとりが教室や部活動などリアルな人間関係に直結していることだ。特にグループ行動の多い女子生徒にとってチャットへの参加は重要で、「友達集団から疎外されないよう、のめりこむ傾向がある」と高橋さんは指摘する。

　参加しないと遊びにも誘われなくなる心配も。仲間外れを恐れた子どもから強く迫られ、スマホやｉＰｏｄ　ｔｏｕｃｈを買い与える親も少なくない。（山根由起子）

　■文中に出てくる用語の意味

　＜ｉＰｏｄ　ｔｏｕｃｈ＞　米アップルの携帯音楽プレーヤー。アプリをダウンロードすればＬＩＮＥができる。

　＜グループ＞　ラインでは１００人までのグループがつくれる。グループのチャットはメンバー以外には読めない。

　＜既読無視＞　相手が自分のメッセージを開いて読むと、端末の画面に「既読」の文字が表示される。メッセージを読んでも返信しないこと。

　＜ホーム＞　写真や動画、スタンプなどを使って、ブログのように随時、近況報告ができる。

　＜タイムライン＞　友達がホームに投稿した近況報告の一覧を時系列で見ることができる。喜怒哀楽の表情がある「いいね」スタンプを押したり、コメントしたりできる。

　http://digital.asahi.com/articles/TKY201311180556.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201311180556
・（ＬＩＮＥ　１０代の世界：下）ずるずる返信、防ぐルール（11月20日）
　「今はスマホを見ただけでめまいや頭痛がして気分が悪くなる」。高校時代、ＬＩＮＥいじめの被害にあった東京都内の浪人生（１９）は言う。
　■メッセージ千件

　同級生１０人でつくるＬＩＮＥのグループに参加していた。夏休み、長期のアルバイトに出かけるときにスマートフォンを忘れた。その間はチャットに参加できなかった。帰宅し、スマホを見ると、千件を超す未読メッセージが届いていた。

　「感じわりー」

　「ムシしてんじゃねーよ」

　返信しない自分への悪口であふれていた。２学期に登校すると、机の上に花瓶が置いてあった。事情を説明したが、よそよそしい態度で口もきいてくれない。電話をしても着信拒否された。

　さらにいじめは加速した。インターネット掲示板のＵＲＬが書かれた差出人不明のメールが送られてきた。開くと自分の名前や高校、クラスまでが公開されていた。ショックで夜も眠れなくなった。

　■仲間外れに不安

　都内のフリーターの男性（１９）も高校時代に怖い思いをした。他校生も加わる５０人ほどのグループに参加したときだ。同級生の紹介だった。

　会話に加わると、会話を突然打ち切られる。ときには「キモイ」「だまれよ」などと書き込まれた。３週間ほどで退会した。「なぜ招待したのか、友人に理由を聞いても答えてくれなかった。誰かをいじめるためのグループだったのかも知れない」

　ＬＩＮＥいじめには、グループの１人だけを強制的に退会させたり、１人を残してメンバーが一斉に退会し、新しいグループを作ったりする手口がある。「ＬＩＮＥ外し」「置き去り」などと呼ばれる。「仲間外れにされたくない」という思いで、延々とチャットを続ける子もいる。

　■親子で話し合い

　１０月、高校生の保護者と教員約１６０人を対象にネットトラブルの研修会が山形県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/酒田市.html" \o "酒田市のトピックスを開く" 酒田市で開かれた。「全国ｗｅｂカウンセリング協議会」（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｅｂ－ｍｉｎｄ．ｊｐ／）の安川雅史理事長が講演した。

　授業中に仲間とＬＩＮＥをしている時に、「やめよう」と書き込んだ子が、「うざい」などと画面で非難された事例などを報告した。安川さんは「チャットのやめ時がわからない。やめたいと言えない。子どもたちも息苦しさを感じている」と話した。

　ネット依存の予防啓発をする民間団体「エンジェルズアイズ」（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｎｇｅｌｓ－ｅｙｅｓ．ｃｏｍ／）にも相談が相次ぐ。夜通しチャットをして、何日続けられるかという「オール」の記録に挑戦する男子高校生たち。途中で「寝落ち」（眠り込んでチャットに参加できなくなること）したら罰ゲームが待つ。

　遠藤美季代表は「みんながやっているという心理的なプレッシャーでやめにくくなっている。周囲が気になる子や寂しい子、注目されたい子ほど抜けられなくなっている」と指摘する。

　スマホを没収すれば、子どもを友人ネットワークから断ち切ることになり、激しい反発を招く心配がある。遠藤さんは「親子で話し合ってルール作りを」と提案する。

　■学校ぐるみで

　学校ぐるみでの取り組みも始まっている。

　中学生は午後９時、高校生は１０時以降、携帯、スマホ、パソコンは使わない。さいたま市の大宮開成中学・高校は保護者の協力を得て、そんなルールを２００９年度から本格的に実施している。その結果、寝不足で保健室に来たり遅刻したりする生徒が目に見えて減ったという。

　高校３年の茂木（もてぎ）美香さん（１８）は「嫌がる子もいるけれど、遅くまで起きているのは自分もつらいので良いルールだと思う」と話す。生徒指導担当の千石剛教諭は「一家庭だけでは難しい。学校や地域ぐるみで取り組み、上手に付き合う方法を身につけさせたい」と話す。

　鳥取県は１０年度から、高校生自身がスマホなどの利用のあり方を考える事業を、モデル校数校で取り組んでいる。

　県立鳥取中央育英高校では、携帯やスマホの平均使用時間は１日約１０２分だった。使用時間を減らすため、「３０分以内」「１時間以内」「２時間以内」「使わない」の４コースを生徒会で設定。自分に合うコースを選び、１週間チャレンジした。県立米子南高校ではネット依存のコミュニケーションを改善しようと、交換ノートで学級の交流を深めることを生徒たちが提案。１カ月間取り組んだ。

　取材を通して、ネット疲れで寝不足の子どもたちが保健室を訪れると話してくれた養護教諭の言葉が胸に響いた。「子どもの友達関係は広く浅くなっている。１枚の薄紙みたいな絆を保とうとして必死にＬＩＮＥにすがっているのだろうか」（山根由起子）

http://www.asahi.com/articles/TKY201311190634.html
・「いじめは心の虐待行為」　尾木さんら和歌山大でシンポ（11月22日）
いじめ問題について考える公開シンポジウムが１６日、和歌山市栄谷の和歌山大学であり、市民ら約３００人が参加した。教育評論家の尾木直樹さんら４人の大学教授が、子どもを取り巻く生活環境の変化やいじめ問題の解決策について話し合った。
　大津市のいじめ自殺問題で第三者調査委員を務めた尾木さんは「昨年だけで約６００人の子どもが自殺しているのに、（いじめが社会問題化してから）約３０年も問題が放置された」と指摘。「いじめは心の虐待行為で人権侵害。悪口や無視で亡くなったケースはいくつもあり、遺族にとっていじめに軽重はない」と訴えた。

　いじめの被害者や加害者になった経験のある子どもがそれぞれ約９割に上るとの調査結果も報告し、「いじめは子ども社会全体の問題なので、加害者に厳罰を科したり道徳教育を強化したりする対策は的外れだ」と断じた。

　また、フィンランドで導入されている実践的な教員研修がないために、「教育現場では、被害者と加害者を呼んで『これから仲良くするんだよ』と握手やハグをさせて終わりという最もやってはいけない指導をしている」と批判した。

　「あいさつ運動」を展開したり、「忘れ物をなくそう」「みんなと仲良く遊べるようにしよう」と働きかけたりするなど、教師が形を求めて単一の価値観を子どもに押しつけているために、「学校そのものがいじめの構造になっている」とも指摘した。

　そのうえで尾木さんは「静かに昼休みにぽつんとしているのだって自由。子どもに強制するのではなく、その子の声を聞き取れる教師を養成すべきだ」と主張した。

http://digital.asahi.com/articles/OSK201311210104.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_OSK201311210104
・（指導者は考える　子どもとスポーツ第６部：３）監督の大声「選手を威圧」（11月27日）
吉成野球スポーツ少年団（仙台市）の監督を務める水野直次さん（５９）は今年初め、仕事場で１枚のファクスを受け取った。保護者が「監督の大声が選手を威圧している」という趣旨を訴えていた。
　スポ少の総会で水野さんは保護者に真意を尋ねた。「桜宮のことがあって」という答えが返ってきた。

　その少し前の１月、大阪市立桜宮高バスケットボール部の主将が体罰を受けた翌日に自殺したことが分かった。ファクスは、ボランティアで指導にあたってきた現場にも事件が影を落としたことを示していた。

　「俺の足りない能力で、どう指導したらいいんだろうね」。そのときを振り返って水野さんは言う。

　指導歴１８年になる。選手経験はなく、自分の子どもが在籍していたときに指導を引き受けた。休日は練習や試合で埋まる。かつてはゴルフが趣味だったが、監督になってやめた。全国大会にチームを導いたこともある。「こうすればもっとチームが良くなる、と思い続けてのめり込んだ」

　指導で手をあげることはしていない。さらに今春、２人のコーチと「大声を出すのは極力抑えよう」と申し合わせた。保護者や子どもたちとの会話も増やすようにした。「思い切ってプレーして失敗したなら叱らない」という信念をもっと分かってもらうためだ。

　吉成スポ少が加盟する仙台市少年野球連盟の会長、平間輝夫さん（６７）のところには、いわゆる「行きすぎた指導」を告発する文書や電話が増えた。

　「うちの子が『コノヤロー！』と怒鳴られた」など判断に困るようなものも多いが、その都度、全チームが集まる会議などで注意するようにしている。平間さん自身がスポ少の練習を回って、指導方法を助言する機会も増やしたという。

　奈良県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/橿原市.html" \o "橿原市のトピックスを開く" 橿原市。２０チームが加盟する市学童軟式野球連合会では今春、「試合でひどい暴言、暴力があった場合、指導者への退場処分も辞さない」と申し合わせた。

　ある指導者は、以前は選手に「アホ、ボケ！」など強い言葉を使って注意したこともあった。「でもそれだと自分で考えられない選手に育ってしまうんじゃないか」。体罰がクローズアップされて、そう思うようにもなったという。「確たる答えは出ないかもしれないけど、どういう指導が子どもたちのためになるか、考え続けたい」

http://digital.asahi.com/articles/OSK201311260170.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_OSK201311260170
＊SYNODOS　JOURNAL
・「子ども兵士」の背景と実情 ―― なぜ子どもが兵士になるのか　小峯茂嗣（11月5日）

まだ幼さの残る顔の、しかしギラついた瞳のアフリカの少年が、その年に似つかわしくない小銃を肩に担いでいる。そんな写真や映像を見たことのある人は多いかもしれない。彼らは「少年兵」、「児童兵士」、「子ども兵士」などと呼ばれる（英語では"Child Soldiers"）。2000年代初頭の時点で、世界には50万人の子ども兵士がいるとされ、彼ら／彼女らは、戦闘だけではなく伝令や偵察といった任務に従事している。
彼らの姿から想起されるものは何だろうか？　子どもを殺人マシーンにさせる戦争のおぞましさだろうか。子どもとは思えないほどの残忍さを感じるだろうか。戦争に巻き込まれた子どもたちへの憐憫の情か……。そのような子ども兵士たちの理解は、たしかにその通りではあるが、表層的なものに過ぎなくもある。本稿では、その定義や社会的背景を踏まえ、事例を交えながら、子ども兵士とはそもそも誰であり、なぜ子どもは紛争下で兵士として動員されるのかについて解説していく。

■子ども兵士の定義
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ウガンダのNGOが運営する元・子ども兵士リハビリ施設の少年。うつろな表情をしている。2005年撮影。（写真提供 アフリカ平和再建委員会）

歴史を遡れば、子どもが兵士として戦闘に参加することは珍しいことではなかった。少年十字軍に参加した少年少女、幕末の会津戦争の白虎隊もそうである。もちろん当時と現在とは「子ども」の定義は異なるわけで、現代の子ども兵士の問題と一様に扱うことはできないのだが。

それではまず現代の「子ども」とは誰か。「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」（1989年採択）では18歳未満を「児童（子ども）」と定義している。また、子ども兵士に関連する条項としては、同条約38条で、15歳未満の児童の軍隊への採用を禁止することが規定されている。この他にもいくつかの国際条約で児童の国軍への徴募や採用を、年齢を定めて規制している。

この時期以降、冷戦終結後のアジアやアフリカの発展途上国では、国内紛争が頻発するようになり、多くの子ども兵士が紛争に動員された（その背景については後述）。このような中、2007年にユニセフとフランス政府によって開催された国際会議において、「軍・武装集団に関係する児童に関するパリ原則とガイドライン」を決議した。その中では、国際的に合意された定義とした上で、子ども兵士とは、戦闘員、調理人、荷物運搬、伝令、スパイもしくは性的目的のために軍もしくは武装集団によって徴募、使用される18歳未満の少年少女であるとしている。
■子ども兵士が生み出される背景―冷戦の終了と内戦の増加
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ウガンダのNGOが運営する元・子ども兵士リハビリ施設の少年。うつろな表情をしている。2005年撮影。（写真提供 アフリカ平和再建委員会）

90年代後半頃から、内戦下の子ども兵士の問題への関心が国際的に高まってきた。この時期は、おもにアフリカなどの発展途上国での内戦が頻発もしくは激化してきた頃と重なる。子ども兵士の問題は、冷戦後の世界情勢の変化と無関係ではない。

冷戦の終了により、米ソを盟主とする東西陣営に属する国家間の紛争の可能性は低くなった。しかしながらこのことは、東西どちらかの陣営に属してきた多くの発展途上国の国内の権力構造に影響を及ぼすこととなった。ポスト冷戦期に内戦が深刻化したアフリカ地域の文脈でいうと、冷戦期には内政不干渉の原則によって国内問題への干渉を受けることがなかった権力者たちは、東西どちらかの陣営に属することによって、「援助」という富を得、それをいわば「バラマキ」することで基盤を維持してきた。

しかし冷戦終了後、米ソなどの大国にとって、発展途上国を自陣営につなぎとめる戦略的動機は低下していく。これが援助減につながり、したがって権力者たちが配分する富のパイもまた縮小していくことになった。その結果、「バラマキ」の恩恵を受けられる層（例えば大統領の出自の民族集団や、出身地域といった血縁、地縁）から排除される層が出現するようになった。排除された層の中からはそのような権力者に反発する勢力が生まれていく。ただこの時点では、弱体化したとはいえども強大な権力者に抵抗しうる力は持てない。だが先進国が、援助と引き換えに権力者たちに民主化（複数政党制による選挙の実施）を要請するようになったことによって、反対勢力は「野党」という正統なステイタスを獲得するようになり、それを不当に弾圧することができなくなった権力者たちの力は相対的に弱まっていくこととなった。

このような流れと並行して、冷戦後の旧ソ連、東欧の社会主義諸国は、国内経済を再建する必要に迫られ、過度に必要ではなくなった通常兵器、小型武器を売却するようになり、それらが武器商人などの手を通じて発展途上国の反政府勢力に流れていくようになった。反政府勢力の資金源はさまざまだが、よく知られているのは鉱物資源の売却益である。シエラレオネ内戦では革命統一戦線（Revolutionary United Front）がダイヤモンドを、現在も続くコンゴ内戦では武装勢力がパソコンや携帯電話のコンデンサーに使うレアメタル「タンタル」を住民に採掘させ、それを資金源としている。このように先進国の消費や利便性が、アフリカの紛争と関わっていることを忘れてはならない。

このような背景でポスト冷戦期の武力紛争は、国家主体（政府、正規軍）と非国家主体（反政府武装勢力、ゲリラ組織など）の間で争われるものとなっていった。国内で紛争が行われるということは、暴力が一般大衆にとっても身近のものになるということであり、生活圏が戦場となることを意味する。そこでは成人男子だけでなく、女性そして子どもたちもまた暴力に巻き込まれていき、暴力の犠牲者としてだけではなく、正規軍や武装集団の動員の対象ともなるのである。

そして子どもでも兵士として戦力になりうるのは、上述の小型武器の流入である。とりわけ有名なのが自動小銃AK47（カラシニコフ）である。この銃は軽量であり、部品数が少ないため分解、整備が容易である。つまり子どもでも十分使用が可能であり、このこともまた、子どもを兵士として動員しうる背景となった。

■なぜ子どもが兵士になるのか
子どもを兵士として動員可能とする社会情勢の変化について説明したが、実際に子どもたちが兵士になっていくことには、武装勢力のような動員する側と、動員される子どもたちとの双方に事情がある。

まず、武装勢力らが子どもを軍事的活動に動員する動機付け、あるいは子ども兵士に期待する役割とは何なのだろうか？

第一に、戦闘における成年兵力の温存機能である。戦闘に際し、子ども兵士を「特攻隊」さながらに敵兵に突撃させ、戦況を有利にすることができる。戦闘以外には、地雷処理に子ども兵士を使用する場合がある。これは地雷が埋設されているとされる地帯を部隊が通過する場合、子ども兵士たちに地雷原を歩かせるものである。当然、地雷を踏んだら爆発し、子ども兵士は負傷もしくは死亡する。そうやって「地雷除去」をした道を、部隊が移動していくのである。

第二に、運搬のような兵站機能の補完の機能である。部隊が移動する際などの荷運びに子ども兵士が使われるケースがある。国際機関などに保護された子ども兵士の中には苦役によって身体に異常をきたしている者も少なくない。

第三に、情報収集機能である。偵察やスパイ活動に子ども兵士を使う場合がある。子どもたちは体が小さくて見つかりにくいことや、子どもだということで怪しまれないですむことで、使いやすいのである。

第四に、成年兵士の性欲処理機能である。子ども兵士として動員されるのは少年だけでなく、少女も含まれる。彼女たちは上述の任務のほか、武装勢力の成年男子の「妻」ないし「従軍慰安婦」としての役割を担うのである。

このような事情を満たす上で、武装勢力は、必要になれば村を襲撃して子どもをさらったり、都市部にいる孤児やストリートチルドレンをリクルートしたりすることによって子ども兵士を「調達」する。調達や使用にあたってはコストがほとんどかからない（粗末な食事を出すだけで給料を払う必要がない）。そして子どもたちは洗脳しやすいこともある。暴力によって恐怖を植え付けて服従させるようにしたり、麻薬やガンパウダー（銃弾の中の火薬。幻覚作用をともなう成分が含まれているものがある）によって思考能力や戦闘の恐怖を失わせたりすることもある。

つまり、動員する側に取って子ども兵士は、調達が容易で取り換えがききやすく、使いやすい「道具」なのである。

一方で、子どもの側の事情もある。それは子どもたちが置かれている環境と無関係ではない。上述したように、子どもが兵士として動員される経緯に、誘拐されるというものがある。2000年代のウガンダ北部の反政府勢力「神の抵抗軍（Lord Resistance Army）」が村を襲って子どもを兵士にしてきたことはよく知られている。しかしこれは動員に至る経緯の一側面に過ぎない。紛争や災害、またはエイズといったさまざまな理由から、親や親類を失って孤児となった子どもが、何とか食べていくために武装勢力に自発的に合流するというケースもある。

ポスト冷戦期の国内紛争はアフリカなどの途上国で繰り広げられてきたが、そのような国々のとりわけ周縁部の農村などでは、子どもを保護する福祉政策が行き届かない場合も多い。そうなると、武装集団に合流することがセーフティネットになるという現実がある。またそういった国々では、貧困等が理由でストリートチルドレンになる子どもも多く、その中には、街で人々に煙たがられたり、警察に追い回されたりするのに比べれば、銃を手にして戦うことは「かっこいい」ことで、戦功をあげれば評価されて昇進することもある（成年兵士を統率する子ども兵士もいる）のも魅力である。このような「暴力の持つ誘惑」も、子どもが武装集団に流れていく大きな要因なのである。
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■ある元・子ども兵士の物語
90年代後半2000年代初めのアフリカの紛争の場合、一国の紛争が隣国の新たな紛争の火種になるケースが多くあった。難民流出等の大量の人口移動、武器などの物資の移動、武装集団が越境してそこを拠点とする等の現象が起こるからである。

その過程で子どもが動員される場合もある。筆者がルワンダで会った元・子ども兵士（2006年当時、13歳）は、1994年のルワンダのジェノサイドの後に難民としてコンゴに行った子どもで、コンゴ人武装組織に徴兵され、コンゴで2年間（2001 – 2003年、8歳から10歳）、従軍した経験を持っていた。彼は家族がいなかったから兵になったとのことである。

彼は部隊では、肌に塗る弾除けの薬（アフリカの伝統信仰に基づくもので、体に塗れば銃弾が当たらないとされる）を運ぶ役割をしていた。従軍中は、アルコールを飲み、マリファナに似たドラッグも摂取していた。家族がいないことが悲しかったから、それを考えないために飲んでいたとのことである。彼は自発的に除隊したわけではなく、 コンゴに展開する国連PKOに保護され、ルワンダ政府の機関である「除隊・社会復帰委員会（Rwanda Demobilization and Re-integration Commission：RDRC）」が運営するリハビリ施設に移送された。

しかし彼は、「除隊しても家族がいないから、本当は辞めたくなかった。帰るところがないことが分かっていたから」と語っていた。物心ついたときから武装集団に属していた彼にとっては、そこにいた仲間こそが家族であり、除隊して保護されるということはその「家族」から引き離されることだったのかもしれない。

■子ども兵士の社会復帰への課題
このルワンダの元・子ども兵士のように保護されたり、部隊を脱走したりすることで子ども兵士ではなくなった子どもたちが社会復帰するためにはどのような課題があるのだろうか？

多くの子どもたちは子ども兵士として従軍している間に、心身ともに深刻な影響を受けている。肉体的な面では、戦闘中の負傷により通常生活が困難になることや、成長期に十分な栄養を取れなかったことによる身体的成長の遅れ、アルコールや麻薬などによる中毒症状があげられる。ウガンダの北部紛争のケースでは、元・子ども兵士は保護された後、数か月間を国際NGOや現地NGOが運営するリハビリ施設で過ごしていた。そこで治療を受けたり、栄養を取って健康を回復する。このようなリハビリ施設では、同時に読み書きや計算などの教育も施す。幼少時から長期間にわたって従軍をしていた元・子ども兵士たちの中には、そのような基礎教育すら受けることができなかった者もいる。これも社会復帰のためのトレーニングなのだ。

一方で、元・子ども兵士の多くが軍隊生活や戦場体験を経て、精神面でも深刻な影響を受ける。保護された元・子ども兵士は感情をコントロールすることができなくなった者が多く、何かの拍子に逆上して暴力を振るうことなどがある。例えばリハビリ施設の元・子ども兵士同士でどちらが戦場で勇敢に戦ったかで言い合いになり、相手が動けなるくらいまで暴力を振るってしまうようなことがある。また、戦場での凄惨な体験がトラウマになり、保護された後も毎夜、戦場の夢を見てうなされる子どもも多く、リハビリ施設ではトラウマ・カウンセリングを施すなどのケアが行われる。そこでの心理療法で、子供たちに自由に絵を描かせるというのがあるのだが、ほとんどの子どもが戦場で経験したことを描いている。それだけ深く子どもたちの心に暴力が刻み込まれているのである。

元・子ども兵士は数か月のリハビリの後、施設を出て地域社会に戻っていくことになり、もっぱら出身地の村にいる親や、親がいない場合は親類などに引き取ってもらうことになる。しかしすべてのコミュニティがそのような子どもたちを快く受け入れてくれるわけではない。兵士だった子どもの不安定な精神状態や凶暴性、殺人を犯してきたという過去により、そのような子どもを受け入れることに躊躇、あるいは拒絶することも少なくない。
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ウガンダ北部紛争などの例では、武装集団が村を襲って子どもを拉致する際に、その子どもに村人を殺させるということがあった。その子どもが村の人間に恨まれて帰れないようにし、武装集団とともに生きるしかないようにするためである。また女子の場合は、従軍中に性的虐待を受けてHIVなどの性病に感染したり、過去にレイプされたことなどが理由で社会から拒絶されるというケースもある。元・子ども兵士の社会復帰を支援する政府機関やNGOは、子どもたちがリハビリ施設を出て地域社会で暮らすようになってからも、子どもたちへの継続的なサポートや、地域社会の理解を促すような取り組みが必要とされるのである。

■おわりに
ウガンダのリハビリ施設で子どもたちが描いた絵。紛争時の経験を描いている。2005年撮影。（写真提供 アフリカ平和再建委員会）

子ども兵士に関しては、子どもの権利条約やパリ原則などの国際的規範が明文化されている。しかしながら紛争国において、国際法主体ではない武装集団と、暴力と貧困にさらされている子どもたちとの間の「需給関係」が成立している中、規範を掲げるだけでは状況を好転できないのも事実である。

地域社会に受け入れを拒否されたり、偏見の目で見られたりすることで、居場所を得られなくなった元・子ども兵士の中には、再び武装集団に身を投じる者もいる。その結果、子どもたちは「都合のいい消耗品」であり続け、また紛争の拡大や長期化にもつながっていく。このことはひいては社会開発の遅れにも影響していくのである。

紛争が続く限り子どもは好むと好まざるとにかかわらず兵士とされ、子ども兵士がいることで紛争が
長期化するという悪循環。今この瞬間も、コンゴ、シリア、ミャンマーなどの国々で、子どもたちは政府軍や反政府勢力によって軍事的に徴用されている。子ども兵士問題の解決とは、極論するならば、紛争をなくすしかないのである。
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http://webronza.asahi.com/synodos/2013110500001.html
＊毎日新聞
・教育委員会改革:首長に教育行政の決定権（11月23日）
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教育委員会制度改革を議論している文部科学相の諮問機関「中央教育審議会」の教育制度分科会（分科会長＝小川正人東京大名誉教授）が、首長を教育行政の決定権限を持つ「執行機関」とする素案を検討していることが分かった。２７日の分科会で示し、年内の答申を目指す。だが首長の権限が強くなり過ぎ政治的中立が保たれないとの指摘があり、曲折も想定される。

　教育委員会制度改革は、大津市の中２男子いじめ自殺問題をきっかけに、政府の教育再生実行会議が４月、教育長を地方教育行政の責任者と位置づける改革案を提言。下村博文文科相は来年の通常国会での法改正を目指し、年内に答申するよう中教審に諮問した。

　中教審では、教員人事や学校の設置、管理を担う「執行機関」の仕組みを中心に議論。教育長への権限集中に反対する意見や迅速な意思決定を重視する意見があり、首長がどのように関与すべきかを検討。その結果、１８日の分科会で、首長を「執行機関」、教育委員会を「首長の付属機関」、教育長を「首長の補助機関」とする第１案と、教育委員会を「執行機関」、教育長を「教委の補助機関」とする第２案を提示した。

　関係者によると、２７日に提示される素案は、首長が執行機関となる第１案がベース。しかし、教育長の権限が弱すぎる点や首長の教育行政への関与が強すぎるなどの不安もあり、答申案の取りまとめまでにさらに数回、分科会が開かれる見通し。【福田隆】

http://mainichi.jp/select/news/20131123k0000e010170000c.html
＊読売新聞
・性同一性障害への学校対応、文科省が初の調査へ（11月22日）
文部科学省は２１日、体と心の性が一致しない性同一性障害のある児童生徒への学校の対応に関する調査を初めて実施することを決めた。

　今年度中にも、全国の公立小中高校などを対象に実施する。

　調査の実施や対応の充実などを求めて同省を訪れた団体「ｇｉｄ．ｊｐ日本性同一性障害と共に生きる人々の会」に回答した。

　各都道府県教委などを通じ、児童生徒からの相談の状況や学校側の対応について調査する。調査結果は、専門家などと検証し、性同一性障害の正しい知識や対応する際の注意点などをまとめた資料を作成。学校の受け入れ態勢や相談しやすい環境づくりに役立てる。

　同会は「性同一性障害の子は、制服の着用やトイレ、修学旅行など様々な局面で苦悩し、不登校になったりいじめを受けたりすることも多い」と指摘している。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131121-OYT1T00992.htm
・児童虐待連絡　チェックシート…千葉で導入（11月23日）
児童虐待の通報が増え続ける中、今年６月から導入された「児童通告連絡票」が、千葉県警と児童相談所の円滑な情報共有に効果を上げている。

　虐待された児童の家族構成などをより詳しく把握するために作成されたもので、独自のチェックシートを導入するのは全国初の取り組みという。双方が「連携が深まり対応が迅速になった」としている。

　これまで、県警が児童虐待事案の通報を受けて児童相談所に通告する際、全国で同じ様式の「児童通告書」のみでやり取りしていた。

　この書類には虐待を受けた児童や保護者の名前、虐待の内容を書く欄があるが、通告する警察官によって内容はばらばらだった。児童相談所が県警に必要な情報を求めるため連絡を取ることもしばしばで、手間がかかっていた。

　そこで県警は今年６月、児童通告連絡票を作成。児童の家族構成や過去の通告回数、虐待の加害者名などの記載欄を設けたほか、虐待の中でも、ＤＶ（家庭内暴力）を見たり、暴言を受けたりする心理的虐待が増えていることを重視し、ＤＶの有無と児童がうけた影響についても項目を作った。
　中央児童相談所（千葉市）の渡辺直主席児童福祉司は、「これまでは書いた人によって視点がばらばらだったが、基本項目が押さえられることで、家庭の全体像が分かり、アクションが起こしやすくなった」と評価する。

　県北西部に住む小学生の男子児童から、「お父さんがお母さんを殴っている」と１１０番があったケースでは、警察官が駆けつけると、父親が母親に暴力をふるっており、近くで児童がおびえていたため、心理的虐待を受けていると判断。児童相談所に通告する際、連絡票に「夫への厳重注意」「心理的虐待あり」「児相へ通告すると夫に伝えた」などの内容を記載した。連絡票を受け取った児童相談所は、緊急性が高いと判断し、すぐ自宅へ訪問。児童相談所が来ると分かっていた父親は話し合いに応じ、現在は再発防止のプランを児童相談所と立てている。

　連絡票が導入される以前では、このようなケースで児童相談所へ通告をすることを親などの加害者が知らず、「誰だ。何をしに来たんだ」と拒否されることが多かったが、スムーズにその後の対応に移れるようになったという。

　２０１２年に県警に寄せられた児童虐待の情報提供は１４９１件で、１１年の４０５件の３倍以上に急増。今年も１０月末までに１３６２件で前年同期比１５２件増と増加傾向にあり、県警から児童相談所への通告も同様に増え続けている。

　児童虐待に詳しい才村真理帝塚山大教授（児童福祉）は「一定の様式があれば、児童虐待の対応で押さえるべきポイントを、警察側が把握して聞き取りができ、児相との問題意識の共有もできる。児相も子供への対応の見通しを早く立てられるはずだ」と評価している。（服部有希子）

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20131123-OYT8T00567.htm
・「逆恨みされる」児童虐待発見の４割以上が黙殺（11月28日）
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児童虐待を発見しても４割以上の人は通報せずに黙殺していることが、兵庫県の調査で分かった。

　「通報したら逆恨みされる」「家庭の問題に他人が口を挟むべきではない」との意識が速やかな通報を妨げているとみられる。１１月は児童虐待防止推進月間。県は「虐待を通報することが子どもや保護者を救うのだと認識してほしい」としている。

　県内の児童虐待相談件数は２０１２年度２４１８件で０４年度の１２２８件からほぼ倍増。虐待に対する県民意識を調べるため、県は今年８月２９日～９月３日、県内に住む２０歳以上の男女３９７９人を対象にインターネットによるアンケートを実施した。

　児童虐待と疑われる行為を「見たり聞いたりしたことがある」と答えたのは４３０人で全体の１０・８％を占めた。

　そのうち「近隣・知人に相談した」のは２１・９％、「虐待を受けた子どもに声をかけた」のは２１％。最も多かったのは「特に何もしなかった」で４４・７％に上る。「保育所・学校等に連絡した」「こども家庭センター（児童相談所）に通報・相談」はそれぞれ９％、５・９％にとどまった。

　何もしなかった理由を複数回答で尋ねたところ、「虐待なのかはっきり分からなかった」が最も多い５８・３％。「連絡したら、虐待した保護者に逆恨みされると思った」（２４・５％）、「かかわることが煩わしい」（２２・６％）と続いた。

　「家庭内の問題で、家族自身で解決すべきだから」と回答した人は１９・３％で、「自分とは無関係」の６・１％と合わせると、４分の１を超えた。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131128-OYT1T00531.htm
＊産経新聞

・【子供の性虐待（上）】
家族から被害、誰にも言えず「…許せない。でも恨めない」…子供を壊す大人の性暴力（11月1日）
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児童相談所で対応した児童虐待の相談件数の推移。この中で性虐待は微増にとどまっているが、大人には見えにくく、子供たちは誰にも言い出せないまま深い孤独の中にいる

　小学校１年か２年のときだったと思う。蒸し暑い夏の夜、ふと目を覚ますと、足元に祖父の背中が見えた。「マッサージしよう。じいじと２人の秘密だぞ」と振り向いた妙に優しそうな顔と、気味の悪い手の感触。あの日から約１０年間、東京都の主婦、湯本純さん（２５）は、祖父からの性虐待に苦しみ続けた。

祖父を思い“壊れた心”…なかったことに

　被害のことは断片的にしか覚えていない。祖父に下着の中に手を入れられたとき「なぜそうするのか分からなかったけれど、とても違和感があった」。だが中学生になって行為の意味を知り、青ざめた。

　「誰かに言ったら大変なことになる」。何よりも恐れたのは、最も大切に思う家族がバラバラになることだった。「自分のことよりも、家族という形を守ろうと必死だった」という。

　「なかったことにするのがベスト」だと、寝たふりをして被害に耐えた。翌朝には何事もなかったかのように「おはよう」と祖父とあいさつを交わした。「自分でも不思議なほど、普通の生活を演じていた」

　被害は高校２年でやんだが、苦痛をため込み続けた心はついに破裂する。

　大学１年で心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）を発症。祖父に足をつかまれた感覚が生々しくよみがえるなど、突然被害の様子を思い出すフラッシュバックが起こるようになり、睡眠薬を大量服用して救急搬送されたこともあった。

　だが、それほど自分を苦しめた被害を振り返るとき、湯本さんはある矛盾にぶつかる。

　「祖父は孫の私にとって優しいおじいちゃんでもあった。被害は許せない。でも、だからといって、恨むことができないんです」
裁判で「制裁」を
　ジレンマに悩む人がいる一方、加害者への怒りと憎しみを抱え、闘う被害者もいる。東京都の主婦、小池春子さん（４１）＝仮名＝は今月２５日、東京地裁の法廷に向かった。４歳のときに叔父から受けた性虐待に対する損害賠償請求訴訟に出廷するためだ。

　祖母の家に住む叔父とはよく遊んだ。２階で２人きりでいたある日、叔父が「ここを触って」と自分の性器を示した。「断ると悪いと思ったし、触ると喜んだから『いいこと』だと理解してしまった」。祖母の家に行くたびに被害は繰り返され、回を重ねるごとに行為はエスカレートした。

　ある日。同じように叔父に服を脱がされていたとき、様子を見にきた祖母がふすまを開けた。かっと目を見開いた祖母の顔。「何か、とんでもなくいけないことをした」。その瞬間、幼心にそう直感した。

　祖母が小池さんの母親の前で息子である叔父を叱責（しっせき）し、被害はやんだ。だが、このときに芽生えた罪悪感が心を縛り上げ、窒息しそうなほど苦しい毎日を過ごした。

　１人で抱えきれず、２０代のときやっとの思いで母に苦しみを吐露したが、返答は「あまり覚えていない」。思わず「なぜ私をよく見ていなかったの。お母さんが叔父さんを監視してなかったのが悪いんだ！」と怒鳴っていた。自殺未遂を繰り返し、記憶が抜け落ちるなどの症状に悩まされる解離性障害と診断されたのは２４歳のときだった。

　「悔いを残さないために、叔父が生きているうちに裁判をしたかった。これは“制裁”です」

裁判で叔父に勝訴したとしても、性被害による傷は癒えることはない。しかし、今は信頼できる夫と出会った小池さんにとって、少しずつ未来へ踏み出すための一歩である。
　

◇

　厚生労働省によると、平成２３年度に全国の児童相談所で対応した虐待相談５万９９１９件のうち、性虐待は２・４％（１４６０件）。虐待相談全般が急増を続けているにもかかわらず、性虐待は微増にとどまっている。だが、この数字は真実を語っているだろうか。小池さんは「被害者の多くは誰にも言えない深い孤独の中にいる」と話す。大人には見えにくい、子供をめぐる性暴力の実情をリポートする。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/131101/waf13110107010004-n1.htm
・【子供の性虐待（中）】
性暴力で年少者を支配する施設の子供たち…虐待、ＤＶ、性刺激の末に（11月5日）
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児童福祉施設では菜園などの活動も行う。児童養護施設や児童自立支援施設では「被害者」が「加害者」になるケースがあるという。性的な問題を抱えた子供も少なくなく、「性教育」の重要性も高まっている

　細身で気弱そうな子だった。関東地方の福祉施設で暮らしていた少年は、どこにでもいるような普通の中学生にみえた。だが、性暴力を“武器”に年下の男の子たちを虐げ、施設内でトップに君臨していた。外見からはにわかに信じがたいが、少年は内に秘めた激しい攻撃性で性的暴行を繰り返し、少年らを屈服させていたという。あまりの行動に「育成困難」と判断した施設は、児童自立支援施設に送ることを決めた。

同性の年少者に性器を…被害者が加害者に

　この少年のようなケースは、特別ではない。

　「子供が子供に性暴力を振るう事態が福祉施設で問題となっている」。子供の性問題に取り組む児童自立支援専門員、石沢方英（まさひで）さん（３６）はこう訴える。事情があって親と暮らせない子供らが入所する児童養護施設や、罪を犯したり問題行動があったりする子供が暮らす児童自立支援施設で多くみられるといい、こうした性暴力に頭を悩ます施設は少なくない。

　理由は定かでないが、それは男の子に特徴的な行動という。皆が寝静まった夜の居室やトイレの個室で、職員の目を盗んでは同性の年少者に性器を触らせ、性交渉を強いる－。石沢さんは「全国でこうした事案が多発しているというのが現場の実感だ」としている。

　なぜ同性間での性暴力が起こるのか。石沢さんは「相手を辱めて支配し、自分の力や存在を誇示するためだ」と分析する。性を暴力の手段として使う加害者は、必ずしも腕力を必要としない。だからこそ外からは発見しづらい。また、放置すれば、被害者が年齢を重ねて加害者に転じ、年少者を支配する「負の連鎖」も起こるという。

テレビのチャンネルを特定の子が決めたり、面倒な掃除を同じ子がやらされていたり。石沢さんが勤務する千葉県の児童自立支援施設「生実（おゆみ）学校」では日常生活に垣間見えるささいな力関係のサインにも注意を配り、指導する。「ピラミッド型の力関係をつくらせない方法を教える必要がある」と石沢さんは言う。

物や空間の個別化

　性暴力に頼る子供には、ある共通の成育環境があるという。家庭内での虐待や配偶者間暴力（ＤＶ）だ。

　千葉県の児童養護施設「一宮学園」職員、山口修平さん（３６）は「落ち着ける時間やプライベート空間を暴力で侵害され続けた子供は、自分や他者を大切に思う気持ちを知らずに育つ」と指摘。その結果「自分の表現方法がわからず、暴力以外の方法で人とかかわることができない」というのだ。

　しかしなぜ性が暴力の手段になるのか。山口さんは「性の刺激にさらされてきた子が多い」と明かす。離婚歴のある母親と、母の新しい「彼氏」との性行為を家で何度も目撃したり、アダルト雑誌やビデオが日常的に家の床に散乱していたりした子も多いという。

　こうした背景を踏まえ、同学園は一風変わった性教育を行っている。「物や空間の個別化」だ。

　持ち物をそれぞれ「あなた専用ボックス」に入れて管理。自分の部屋にはほかの子供を入れない。一見、性問題とは無関係に思えるが、この繰り返しによって子供は自分と他人の「境界」を知り、それを侵害してはいけないと理解する。

　山口さんは言う。「性教育とは、『自分は大切な存在だ』と実生活の中で実感することから始まる」と。

平成１２（２０００）年度に始まった同学園の性教育は、現在、性問題に悩む全国の施設で取り入れられている。
◇

性犯罪に関する情報募集
　産経新聞大阪社会部は、性犯罪に関するご意見と情報を募集します。

　Ｅメールは　seihanzai@sankei.co.jp

　ファクスは　０６・６６３３・１９４０

　郵送は〒５５６－８６６１（住所不要）産経新聞社会部「性犯罪取材班」係へ。ご自身の電話番号など連絡先を明記してください。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/131105/waf13110507000001-n1.htm
・【子供の性虐待（下）】
「拒まなかった」罪悪感に苦しむ性被害児童たちの心の傷…子供の告白、いかに話せる環境をつくるかがカギ（11月6日）
　《子供がある日、口ごもりながら「お兄ちゃんが変なことをしてくる」と体を気にするそぶりを見せた。どう対処したらいいか》。この問いにあなたならどう答えるだろうか。「またそんなうそを言って」と否定したり、「いつどこでどう変なことをされたの！」と取り乱して問い詰めたりするのは禁物。子供は二度と、あなたに本当のことを打ち明けないかもしれないという。

子供の視点に立つ

　冒頭の設問は、子供への暴力防止に取り組む民間非営利団体（ＮＰＯ）「ＣＡＰセンター・ＪＡＰＡＮ」（兵庫県）が子供に加え、保護者や教師なども対象に行っている「教育プログラム」の一例だ。大人向けのプログラムでは、性被害に遭った子供の告白の受け止め方や望ましい対処法を教えている。

　「禁物」と紹介したが、ＣＡＰ事務局次長の重松和枝さん（４９）によると、こう答える大人は多いのだという。重松さんは「子供は親に心配をかけたくない気持ちが強いし、話せば加害者がどうなるかとか、いろいろなことが見えている」と指摘。「うそだ」と軽く扱うと大人は信じてくれないと絶望し、過激に反応しても不安になったり、萎縮したりする。大人の反応次第で、子供はもう二度と言うまいと言葉をのみ込んでしまうというのだ。

　このため、大人が冷静になって「よく言ってくれたね。力になるよ」と子供を励まし、安心して話せる環境を用意することが必要だと提唱している。

　ＣＡＰのプログラムは１９７８年に米国で開発された。現在世界１１カ国に広がり、日本でも多くの小中学校や児童福祉施設などが採用している。大人も対象とするのは、「子供の視点に立たないと、子供への暴力は見えてこない」からなのだという。

子供への性被害を防ぐためにＣＡＰセンター・ＪＡＰＡＮが小学校などで行っている教育プログラムの様子（ＣＡＰセンター・ＪＡＰＡＮ提供）。性被害にあった子供たちを「沈黙」させない環境づくりも求められている。

自身の感覚育てる

　一方、子供のプログラムは、ロールプレーイングによる「予防教育」が中心だ。

　《「キスしてもいいやろ」といって親類のお兄さんが迫ってきた》

　こうした寸劇を子供に見せるところから始まり、いざというときにどういう行動ができるかを一緒に考えて練習する。そして、「変だと思ったら親しい人でも『いやだ、やめて』って言って逃げていいよ」とアドバイスしている。

　重松さんによると、子供は「変だ」という違和感があっても、それを「いやなこと」と認識しないことも多い。すると、逃げたり誰かに助けを求めたりという選択肢が思い浮かばず、性被害に遭ってしまう。

　加害者は巧妙だ。おもちゃを買ったり、一緒に遊んだり、警戒心を解くためのさまざまなわなを仕掛けて子供のテリトリーに侵入するという。そうして性被害に遭ったとき、子供は「拒まなかった」と共犯にされ、罪悪感に長く苦しむ。

　そうした被害を防ぐため、子供には、親に抱っこされたり手をつないだりといった、安心できて愛情を感じられる「うれしい触り方」と、そうでない触り方があることを教える。「うれしくなければそれは『いやな触り方』で、危険だ」という子供自身の感覚を育てていくのだ。

　子供は大人以上に性被害を打ち明けない。だが「沈黙」は被害者の傷を深め、加害者を有利にするものだ。閉鎖的な空間で、子供が性的な危険にさらされる。その事実を大人が認識し、手を差し伸べなければ、決して真実は見えない。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/131106/waf13110607000001-n1.htm
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